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�愛媛県告示第１３２７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、四国中央市長から次のとおり公共測量

を実施する旨の通知があった。

平成２２年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（下水道施設台帳作成）

２ 作業期間 平成２２年１２月１日から

平成２３年３月２５日まで

３ 作業地域 四国中央市

�������
�愛媛県告示第１３２８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、四国中央市長から次のとおり公共測量

が終了した旨の通知があった。

平成２２年１１月２６日

�愛媛県告示第１３２６号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

平成２２年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出事項

（南予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

南宇和郡愛南町御荘菊川２３６５
有限会社向田水産
代表取締役 向 田 陽 二

南宇和郡愛南町御荘平山９２２

西 村 章

南宇和郡愛南町御荘平城６１

久 徳 賢 二
御 荘 愛南漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成２２年１１月２６日から同年１２月１０日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

南予地 方 局 管 内 の 加 入 区 南予地方局産業経済部愛南水産課

� 目 次 �
告 示

○ 義務付保の同意を求めるための事前届出及び指定漁船調書の縦覧…８９４

○ 公共測量の実施の通知……………………………………………………８９４

○ 公共測量の終了の通知……………………………………………………８９４
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○ 道路の供用開始（県道川之江大豊線）…………………………………８９５
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○ 道路の区域変更（県道三坂松山線）……………………………………８９６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………８９６

○ 開発行為に関する工事の完了（２件）…………………………………８９６

○ 道路の供用開始（県道鳥井喜木津線）…………………………………８９７

発 行 愛 媛 県

公 告

○ 特定非営利活動法人の設立の認証の申請の公告………………………８９７

○ 家畜商講習会の開催………………………………………………………８９７

選挙管理委員会告示

○ 直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数……………………８９９

公営企業管理規程

○ 愛媛県公営企業自家用電気工作物保安規程及び愛媛県公営企業電

気事業用電気工作物保安規程の一部を改正する管理規程……………８９９

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

毎週（火・金）曜日発行 第２２２２号 平成２２年１１月２６日

平成２２年１１月２６日金曜日 第２２２２号

愛 媛 県 報
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愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（デジタルオルソ作成）

２ 作業期間 平成２２年２月２４日から

平成２２年１０月１５日まで

３ 作業地域 四国中央市

�愛媛県告示第１３２９号
次のとおり落札者を決定した。

平成２２年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３３０号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２２年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

捺染機（インクジェット方式） １
式

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２２年１１月１８日
アイワエンジニアリン
グ株式会社
愛媛県今治市大西町山
之内甲１２２９番地１８

３２，０２５，０００円 一般競争入札 平成２２年１０月１日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１７）第１４６５６号 平成１７年
１１月２１日 �ヒカリ開発 白石 光春 新居浜市菊本町２－１３－

２０
平成２２年
１０月７日

建築工事業、大工工事業
鉄筋工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２１）第１５５７３号 平成２１年
６月２８日 岸工房 岸 徹志 四国中央市土居町天満１６

１７－２
平成２２年
１０月１９日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１８）第６５７２号 平成１８年
１２月２６日 古河産業 古河 隆保 新居浜市寿町１１－４５ 平成２２年

１０月２８日
土木工事業、管工事業
水道施設工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町上山６７１４番地先から

同町上山６６６２番地先まで

旧 ３．７～１３．１ ０．１８０

新 １０．０～１５．０ ０．１８０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町上山６７１４番地先から

同町上山６６６２番地先まで
平成２２年１１月２６日

愛 媛 県 報平成２２年１１月２６日 第２２２２号

８９５
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�愛媛県告示第１３３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

道後平野土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があっ

た。

平成２２年１１月２６日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

退 任

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３３７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２２年１１月２６日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第１３３８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 川之江大豊線
四国中央市新宮町馬立３５６５番地から

同町馬立３５８４番地まで
平成２２年１１月２６日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 村 時 広 松山市岩崎町一丁目７番７号

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 三坂松山線
松山市窪野町甲２０５８番地先から

同町甲２０５７番地先まで

旧 ４．０～４．５ ０．０２５

新 ５．６～１１．０ ０．０２５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 三坂松山線
松山市窪野町甲２０５８番地先から

同町甲２０５７番地先まで
平成２２年１１月２６日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２２中局建（開）第４３号

平成２２年１１月１２日
伊予郡松前町大字西高柳字隅田８２番１

松山市余戸東１丁目５番１１号

ラブリーハイムミーサＢ１０１号

大 崎 達 也

愛 媛 県 報平成２２年１１月２６日 第２２２２号

８９６
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�公 告

家畜商講習会の開催について

家畜商法（昭和２４年法律第２０８号）第４条の２第１項の規定によ

り、家畜商講習会を次のとおり開催する。

平成２２年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 開催の日時

平成２３年１月２７日（木）８時３０分及び２８日（金）８時３０分

２ 開催の場所 松山市一番町四丁目４－２ 県庁第二別館 ５階

第６会議室

３ 受講手続

受講希望者は、平成２３年１月１４日（金）までに、次に掲げる書

類を所轄地方局に提出しなければならない。

� 家畜商講習会受講願書（別記様式）

� 住民票抄本１通

４ 教材

講習用教材は、講習会会場において各自購入すること。

平成２２年１１月２６日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第１３３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２２年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２２中局建（開）第４４号

平成２２年１１月１９日
伊予郡松前町大字上高柳字相原４８６番５

松山市保免中１丁目１－１２

金 浦 説 一

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
八幡浜市保内町広早３５８番地１から

同市保内町広早３５９番地４まで
平成２２年１１月２６日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２２年１１月１５日 特定非営利活動法人
いよココロザシ大学 福 岡 晋 也 松山市喜与町１丁目７番地８トオ

ヤマビル２階
この法人は、市民の誰もが先生、生徒になる
「学びあい」の精神のもと、多様性と地域資源
の価値を共有し、市民一人一人が「自分らしさ」
を実感し、主体的に人や町とつながっていくし
くみを作ることで、地域に根づく新しいコミュ
ニティの創造と発展に寄与することを目的とす
る。

愛 媛 県 報平成２２年１１月２６日 第２２２２号

８９７



別記様式

家 畜 商 講 習 会 受 講 願 書

年 月 日

愛 媛 県 知 事 様

現 住 所

職 業

（ふりがな）

氏 名

生 年 月 日

貴 県 で 主 催 さ れ る 家 畜 商 講 習 会 を 受 講 し た い の

で 、 関 係 書 類 を 添 え て 願 い 出 ま す 。

愛 媛 県 収 入 証 紙 ３ ， １ ３ ０ 円

相 当 額 は り 付 け 場 所

愛 媛 県 報平成２２年１１月２６日 第２２２２号

８９８



選挙管理委員会告示

公営企業管理規程

�愛媛県選挙管理委員会告示第９４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２２年１１月２６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１９９，３８８

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，９８８

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６６，５６５

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県公営企業管理規程第７号
愛媛県公営企業自家用電気工作物保安規程及び愛媛県公営企業電気事業用電気工作物保安規程の一部を改正する管理規程を次のように定

める。

平成２２年１１月２６日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県公営企業自家用電気工作物保安規程及び愛媛県公営企業電気事業用電気工作物保安規程の一部を改正する管理規程

（愛媛県公営企業自家用電気工作物保安規程の一部改正）

第１条 愛媛県公営企業自家用電気工作物保安規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県公営企業工業用水道事業用電気工作物及び病院事業用

電気工作物保安規程

目次

第１章～第８章 省略

第９章 使用前自主検査（第２１条・第２２条）

第１０章 雑則（第２３条─第２７条）

附則

（目的）

第１条 この管理規程は、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以

下「法」という。）第４２条第１項の規定に基づき、工業用水道事

業（愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛媛県条例

第３７号。以下「条例」という。）第２条に規定する工業用水道事

業をいう。以下同じ。）及び病院事業（条例第２条に規定する病

院事業をいう。以下同じ。）の用に供する電気工作物（第２３条を

除き、以下「電気工作物」という。）の工事、維持及び運用に関

愛媛県公営企業自家用電気工作物保安規程

目次

第１章～第８章 省略

第９章 雑則（第２１条─第２５条）

（目的）

第１条 この管理規程は、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以

下「法」という。）第４２条第１項の規定に基づき、自家用電気工

作物（

以下「電気工作物」という。）の工事、維持及び運用に関

南 宇 和 郡 ２１，５４２ ７，１８１

松山市・上浮穴郡 ４２９，２０９ １３８，２０２

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４９，０８２ ４９，６９４

宇和島市・北宇和郡 ８６，０９５ ２８，６９９

八幡浜市・西宇和郡 ４３，１５５ １４，３８５

新 居 浜 市 １０２，６４２ ３４，２１４

西 条 市 ９３，７７８ ３１，２６０

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５５，７７６ １８，５９２

伊 予 市 ３２，５３８ １０，８４６

四 国 中 央 市 ７６，２６５ ２５，４２２

西 予 市 ３６，７０３ １２，２３５

東 温 市 ２８，３７９ ９，４６０

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，２２４ １４，７４２
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する保安を確保するため必要な事項を定めることを目的とする。

（主任技術者の職務）

第７条 主任技術者の保安監督の職務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 使用前自主検査に関すること。

第２０条 省略

第９章 使用前自主検査

（使用前自主検査に係る実施体制）

第２１条 使用前自主検査は、主任技術者の保安監督の下、法令に基

づき適切に実施するものとする。

２ 管理者は、使用前自主検査において、電気工作物の工事が工事

計画に従つて行われたものであること及び電気工作物が法第３９条

第１項の経済産業省令で定める技術基準に適合するものであるこ

とを確認するものとする。

（使用前自主検査の結果の記録）

第２２条 使用前自主検査に関する記録は、次に掲げる事項について

記載しておくものとする。

� 使用前自主検査年月日

� 使用前自主検査の対象

� 使用前自主検査の方法

� 使用前自主検査の結果

� 使用前自主検査を実施した者の氏名

� 使用前自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたとき

は、その内容

� 使用前自主検査の実施に係る組織

� 使用前自主検査の実施に係る工程管理

	 使用前自主検査において協力した事業者がある場合には、当

該事業者の管理に関する事項


 使用前自主検査記録の管理に関する事項

� 使用前自主検査に係る教育訓練に関する事項

２ 使用前自主検査の結果の記録は、前項第１号から第６号までに

掲げる事項にあつては５年間、同項第７号から第１１号までに掲げ

る事項にあつては使用前自主検査を行つた後最初の法第５０条の２

第７項の通知を受けるまでの期間保存するものとする。

第１０章 雑則

第２３条 省略

第２４条 省略

第２５条 省略

第２６条 省略

第２７条 省略

別表第３（第５条関係）

保安業務分掌

する保安を確保するため必要な事項を定めることを目的とする。

（主任技術者の職務）

第７条 主任技術者の保安監督の職務は、次のとおりとする。

�～� 省略

第２０条 省略

第９章 雑則

第２１条 省略

第２２条 省略

第２３条 省略

第２４条 省略

第２５条 省略

別表第３（第５条関係）

保安業務分掌

名称 分掌事務 名称 分掌事務

省略 省略

発電工水課 １ 電気事業（条例第２条に規定する電気事業

をいう。）及び工業用水道事業の調査計画に

関すること。

２～５ 省略

発電工水課 １ 電気事業

及び工業用水道事業の調査計画に

関すること。

２～５ 省略

省略 省略

事業所 １～６ 省略

７ 使用前自主検査に関すること。

８ 省略

事業所 １～６ 省略

７ 省略
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（愛媛県公営企業電気事業用電気工作物保安規程の一部改正）

第２条 愛媛県公営企業電気事業用電気工作物保安規程（昭和６１年愛媛県公営企業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次

第１章～第６章 省略

第７章 使用前自主検査（第２０条・第２１条）

附則

（目的）

第１条 この管理規程は、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以

下「法」という。）第４２条第１項の規定に基づき、電気事業（愛

媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３７

号）第２条に規定する電気事業をいう。以下同じ。）の用に供す

る電気工作物（次条を除き、以下「電気工作物」という。）の工

事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要な事項を定め

ることにより、電気工作物の保安確保に万全を期することを目的

とする。

（適用範囲）

第２条 この管理規程は、電気事業の用に供する

すべての電気工作物の保安管理に適用する。

２ 愛媛県の電気事業の用に供する電気工作物と他の者の設置する

電気工作物との保安上の責任分界点は、これに関する特別の契約

がある場合を除き、財産分界点と一致するものとする。

（主任技術者の職務等）

第６条 主任技術者は、法令及びこの管理規程を遵守し、電気工作

物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を誠実に行うほか、

次に掲げる職務を責任を持つて遂行しなければならない。

�～� 省略

� 使用前自主検査について、指導及び監督を行うこと。

２ 省略

（巡視、点検及び検査の実施）

第１１条 事業所の長は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する

保安を確保するため、次の表に掲げる巡視、点検及び検査を行う

ものとする。

目次

第１章～第６章 省略

附則

（目的）

第１条 この管理規程は、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以

下「法」という。）第４２条第１項の規定に基づき、電気事業

の用に供す

る電気工作物（ 以下「電気工作物」という。）の工

事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要な事項を定め

ることにより、電気工作物の保安確保に万全を期することを目的

とする。

（適用範囲）

第２条 この管理規程は、電気事業者愛媛県（以下「愛媛県」とい

う。）のすべての電気工作物の保安管理に適用する。

２ 愛媛県の 電気工作物と他の者の設置する

電気工作物との保安上の責任分界点は、これに関する特別の契約

がある場合を除き、財産分界点と一致するものとする。

（主任技術者の職務等）

第６条 主任技術者は、法令及びこの管理規程を遵守し、電気工作

物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を誠実に行うほか、

次に掲げる職務を責任を持つて遂行しなければならない。

�～� 省略

２ 省略

（巡視、点検及び検査の実施）

第１１条 事業所の長は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する

保安を確保するため、次の表に掲げる巡視、点検及び検査を行う

ものとする。

１ 定期的な

巡視、点検

及び検査

電気工作物を常に法令で定める技術基準（以

下この条及び第１３条において「技術基準」と

いう。）に適合するよう維持し、及び事故の

未然防止を図ることを目的として、それぞれ

の設備の実態等に応じて定期的に行う巡視、

点検及び検査

１ 定期的な

巡視、点検

及び検査

電気工作物を常に法令で定める技術基準

に適合するよう維持し、及び事故の

未然防止を図ることを目的として、それぞれ

の設備の実態等に応じて定期的に行う巡視、

点検及び検査

２・３ 省略 ２・３ 省略

第１９条 省略

第７章 使用前自主検査

（使用前自主検査に係る実施体制）

第２０条 使用前自主検査は、主任技術者の保安監督の下、法令に基

づき適切に実施するものとする。

２ 管理者は、使用前自主検査において、電気工作物の工事が工事

計画に従つて行われたものであること及び電気工作物が法第３９条

第１項の経済産業省令で定める技術基準に適合するものであるこ

とを確認するものとする。

（使用前自主検査の結果の記録）

第１９条 省略
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第２１条 使用前自主検査に関する記録は、次に掲げる事項について

記載しておくものとする。

� 使用前自主検査年月日

� 使用前自主検査の対象

� 使用前自主検査の方法

� 使用前自主検査の結果

� 使用前自主検査を実施した者の氏名

� 使用前自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたとき

は、その内容

� 使用前自主検査の実施に係る組織

� 使用前自主検査の実施に係る工程管理

	 使用前自主検査において協力した事業者がある場合には、当

該事業者の管理に関する事項


 使用前自主検査記録の管理に関する事項

� 使用前自主検査に係る教育訓練に関する事項

２ 使用前自主検査の結果の記録は、前項第１号から第６号までに

掲げる事項にあつては５年間（発電用水力設備に係る記録にあつ

ては、当該発電用水力設備の存続する期間）、同項第７号から第

１１号までに掲げる事項にあつては使用前自主検査を行つた後最初

の法第５０条の２第７項の通知を受けるまでの期間保存するものと

する。

附 則

この管理規程は、公布の日から施行する。

平成２２年１１月２６日 発行
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